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伊佐市農業委員会第 1 回臨時総会議事録 

 

１．開催日時  令和２年３月 30 日（月）午後 13 時 00 分から 13 時 16 分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （21 人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

2 番委員 8 番委員 1 番推進委員 11 番推進委員

4 番委員 9 番委員 2 番推進委員 12 番推進委員

5 番委員 10 番委員 3 番推進委員 13 番推進委員

6 番委員 11 番委員 4 番推進委員 15 番推進委員

7 番委員 12 番委員 6 番推進委員

8 番推進委員

     

４．欠席委員  （6 人） 

      

５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の指名  ５番委員    ６番委員  

第２ 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第２号「辞任届」の承認について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長 

農地振興係書記       
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【開始時間  午後１３時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。只今より、令和元年度 第１回農業委員会臨時総会を

開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様こんにちは。 

本日の臨時総会は、先日の第１３回農業委員会総会で保留になった案件

と、辞任届が提出されましたので、そのことについて協議していただきます。 

本日は、３番農業委員が欠席で出席人数は１１名で規定に達しております

ので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

５番農業委員と６番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより臨時総会を始めます。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について提

案いたします。 

整理番号１番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について、

整理番号１番について、本日３月３０日に６番農業委員及び、事務局で現地

調査を行いましたので、事務局が報告いたします。 

譲受人 株式会社 Ｙは、伊佐市大口宮人６３３番地２に所在する法人で

す。 

渡し人 ＩＴさんは、三重県いなべ市に居住する、市外住民です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字谷川６３１番６外１筆で、地目は田、地積は

合計３，６７９㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は、３，５７０㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は４名で、通作距離は事務所から約５００ｍで、現在は耕作されておらず雑

木が生えている状態で、３月２７日の第１３回農業委員会総会において、調

査員が申請人から詳しい聞き取りができなかったため、許可相当の判断がで

きず保留の決定となりましたが、事務局が申請人代理人へ確認をとったとこ

ろ、天候不良で作業が遅れていますが、請人において早急に重機を入れ農地

として整備する準備ができているとのことでした。 

取得後は薬草を栽培する農地として、利用するとのことです。経営意欲は

あり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、会社定款、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、事務局からの報

告を終わります。 

 

 報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定いたしました。 

 

 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

て、申請件数１件について、１件の許可が処分決定しました。 

  

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

 議案第２号「辞任届」の承認について、議題といたします。事務局の説明

を求めます。 

 

去る３月２７日の総会終了後 ＴＹ委員より辞任届が提出されました。 

読み上げますと、「この度一身上の都合により令和２年３月３１日をもっ

て農業委員を辞任したいのでご了承願います。」という文面になっておりま

す。 

農業委員会等に関する法律に委員等の辞任についてですが、第１３条、

委員は正当な事由がある時は、市町村長及び農業委員会の同意を得て委員を

辞任することができるとなっていますので、お諮りしたいと思います。 

 

只今、事務局の説明が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第２号、事務局の説明のとおり承認することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第２号「辞任届」は承認されました。 

 

その他、ありませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

以上で、令和元年度 第１回農業委員会臨時総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 

 

 

 

 

【終了時間  午後１３時１６分】 
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会     長    会   長    

 

伊佐市農業委員    ５   番     

 

伊佐市農業委員    ６   番    

 

 


